
 

議案第１７号 

 

   久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

  

久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年久喜市条例第36

号)の一部を次のように改正する。 

第14条第2項に次の1号を加える。 

(22) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間

内において7日(育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員にあっては、

その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数)の範囲内の期間 

 

附 則 

この条例は、平成29年4月1日から施行する。 

 

  平成２９年２月１４日提出 

 

久喜市長  田  中  暄  二    

 

提案理由 

職員の夏季休暇を特別休暇として設けるため、この案を提出するものでありま

す。 


